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❶
身
体
障
害
者
手
帳
１

級
、２
級
所
持
者
と
３
級
所
持
者

の
う
ち
、在
宅
酸
素
濃
縮
器
ま
た

は
車
い
す
を
常
時
利
用
し
て
い
る

❷
療
育
手
帳
Ａ
所
持
者
❸
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
、２
級

所
持
者
❶
〜
❸
に
該
当
し
、対
象

者
本
人
の
住
民
税
が
非
課
税

障
害
者
自
動
車

燃
料
費
助
成
事
業
、ま
た
は
透
析

患
者
通
院
費
助
成
事
業
利
用
者
は

対
象
外
と
な
り
ま
す

３
月
１
日（
水
）

か
ら
随
時
、各
総
合
支
所
市
民
課

市
民
係
で
受
け
付
け
・
交
付

【

❶
障
害
者
手
帳

❷
印
鑑
※
平
成
28
年
１
月
１
日
以

降
に
市
内
へ
転
入
し
た
場
合
は
、

前
住
所
地
か
ら
住
民
税
の
課
税

（
非
課
税
）証
明
書
を
取
り
寄
せ

て
、申
請
の
際
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い

福
祉
事
務
所
生
活

福
祉
課（
障
害
福
祉
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
２

各
総
合
支
所
市
民
課
市
民
係

　

次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
、

元
気
に
た
く
ま
し
く
育
つ
よ
う
願

い
を
込
め
、毎
年
４
、５
月
、浅
水

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
敷
地
内
に
こ

い
の
ぼ
り
を
掲
げ
て
い
ま
す
。家

庭
で
使
わ
な
く
な
っ
た
こ
い
の
ぼ

り
を
、ぜ
ひ
ご
提
供
く
だ
さ
い
。

３
月
31
日

（
金
）ま
で
に
、電
話
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。こ
ち
ら
か
ら
指
定
場
所

ま
で
受
け
取
り
に
伺
い
ま
す

浅
水
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
０
０
８

※
開
館
時
間
＝
火
〜
土
曜
日
の
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

　

一
般
競
争
入
札

登
米
市
米
山
町
中

津
山
字
筒
場
埣
３
３
８
番
４
、

３
３
８
番
５（
米
山
高
校
校
長
宿

舎
跡
地
）、
雑
種
地
・
宅
地　

６
３
３
・
99
平
方
㍍

３
月
16
日（
木
）

２
月
28
日（
火
）

宮
城
県
庁
内
会
議
室

※
詳
細
は
県
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で

も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
申
し
込

み
方
法
な
ど
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

宮
城
県
総
務
部
管
財
課

☎
０
２
２（
２
１
１
）２
３
５
３

http://w
w
w
.pref.m

iyagi.jp/

site/zairi/

　
「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」は
、高
校
、

短
大
、
大
学
、
専
修
学
校
、
各
種

学
校
や
外
国
の
高
校
、
大
学
な
ど

入
在
学
す
る
お
子
さ
ん
を
お
持
ち

の
家
庭
を
対
象
と
し
た
公
的
な
融

資
制
度
で
す
。

１
人
に
つ
き
３
５
０
万

円
以
内

１
・
81
㌫
※
母
子
家
庭

な
ど
は
１
・
41
㌫15

年
以
内
※
母
子

家
庭
な
ど
は
18
年
以
内

教
育
ロ
ー
ン
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０（
０
０
８
）６
５
６

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

毎
年
３
月
は
、車
両
の
名
義
変

更
、廃
車
な
ど
の
各
種
手
続
き
や

検
査
申
請
が
集
中
し
、大
変
混
雑

し
ま
す
。
特
に
週
末
や
中
旬
に
集

中
す
る
た
め
、長
時
間
お
待
ち
い

た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ら
の
手
続
き
は
早
め
に
済
ま
せ
る

よ
う
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。午

前
８
時
45
分
〜
午
前
11
時
45
分
、

午
後
１
時
〜
午
後
４
時（
土
日
、祝

日
を
除
く
）

軽
自
動

車
検
査
協
会
宮
城
主
管
事
務
所

☎
０
５
０（
３
８
１
６
）１
８
３
０

東
北
運

輸
局
宮
城
運
輸
支
局

登
録
関
係

☎
０
５
０（
５
５
４
０
）２
０
１
１

検
査
関
係

☎
０
２
２（
２
３
５
）２
５
１
７

（「
２
」を
プ
ッ
シ
ュ
）

　

自
動
車
事
故
で
重
度
の
後
遺
症

が
あ
る
人
や
亡
く
な
ら
れ
た
人

（
加
害
者
・
被
害
者
を
問
わ
ず
）

の
家
族
を
救
済
す
る
た
め
の
制
度

で
す
。

一
時
金
15
万
５
千

円
、
月
々
２
万
円
ま
た
は
１
万
円

（
そ
れ
ぞ
れ
無
利
子
）

市
町
村
民
税
が
非

課
税
ま
た
は
均
等
割

０
歳
〜
中
学
３
年
生

割
賦
で
原
則
20
年

以
内
の
均
等
払
い
（
返
還
猶
予
制

度
あ
り
）

自
動
車
事
故
に
よ

り
、
重
度
の
後
遺
障
害
が
残
っ
た

た
め
介
護
を
必
要
と
す
る
人

月
額
２
万
９
２
９
０

円
〜
13
万
６
８
８
０
円

自
動
車
事
故
対
策
機
構
仙
台
主
管

支
所

☎
０
２
２（
２
０
４
）９
９
０
２

　

国
民
年
金
の
第
３
号
被
保
険
者

が
、配
偶
者
（
第
２
号
被
保
険
者
）

の
退
職
や
本
人
の
収
入
が
増
加
し

た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
扶
養
か
ら

外
れ
た
場
合
は
、
第
１
号
被
保
険

者
へ
の
切
り
替
え
手
続
き
が
必
要

で
す
。

　

こ
の
切
り
替
え
手
続
き
が
２
年

以
上
遅
れ
、
時
効
に
よ
り
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
で
き
な
か
っ
た

期
間
は
、
届
け
出
に
よ
り
年
金
の

受
給
資
格
期
間
に
算
入
で
き
、
年

金
が
受
け
と
れ
な
い
事
態
を
防
止

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
（
た
だ

し
、
年
金
額
に
は
反
映
し
ま
せ

ん
）。

○
特
例
追
納
に
つ
い
て

　

届
け
出
に
よ
り
特
定
期
間
と
さ

れ
た
期
間
は
、
平
成
27
年
４
月
１

日
か
ら
同
30
年
３
月
31
日
ま
で
の

３
年
間
、特
定
保
険
料
を
納
付（
特

例
追
納
）
す
る
こ
と
で
、
年
金
額

を
増
や
せ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

（
既
に
年
金
を
受
け
取
っ
て
い
る

人
は
、
特
例
追
納
し
て
も
年
金
額

が
増
え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
）。

・
特
例
追
納
す
る
時
点
で
60
歳
未

満
：
承
認
が
あ
っ
た
月
前
10
年
以

内
の
期
間

・
特
例
追
納
す
る
時
点
で
60
歳
以

上
：
50
歳
以
上
60
歳
未
満
の
期
間

　

詳
し
く
は
、
ね
ん
き
ん
加
入
者

ダ
イ
ヤ
ル
、
ま
た
は
年
金
事
務
所

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
０
０
３
）０
０
４

古
川
年
金
事
務
所

☎
０
２
２
９（
２
３
）１
２
０
０

市
民
生
活
部
国
保
年
金
課（
年
金

医
療
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
６
６

下田中53番地8

登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています。
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